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高等裁判所

事務総局会議（第4回）議事録
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情報政策課長兼審議官，長崎審議官
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長官事務打合せの開催について

村田総務局長説明（資料）
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事務総局会議資料
（ユ月？日開催），

機密性2

事務総局会議配布資料

高等裁判所長官事務打合せ開催要領（案）

最高裁判所

令和3年3月12日 （金）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部を

主催

期日

開催方法

１
２
３

除く。 ）を接続する方法により開催する。

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所長官 8人

随員高等裁判所事務局長8人

協議事項

出席者

４
５

日程6

'‐ F

13:30 ～ 16:00

12日

(金）
最高裁判所長官挨拶
全体協議



事務総局会議（第5回）議事録

一~一.~ ~一~弓

｜

日時｜令和3年2月16日 （火） 午前10時00分～午前11時41分
弓

場所総局会議室

中村事務総長，村田総務局長，徳岡人事局長氏本経理局長， 門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長大須賀秘書課長兼広報

課長，杜下情報政策課長兼審議官,石井総務局第一課長
|:”

一一一一一 一一

議事' ’ 第一小法廷の弁論に大法廷の法廷を使用する件について村田総務局長説明（資料第1）

｜ , 令和3会計年度における協議会等開催計画について， 村田総務局長説明（資料第2）

’ 3－民事調停委員司法委員等に関する研修会･研究会の開催等につい
‘ L

|:､ 駕三…？……・
5 国際知財司法シンポジウム2021の開催について

門田行政局長説明（資料第4）

6離婚及びこれに関連する家族法制の見直しに関する法制審議会への|

｜ 諮問について
I 手嶋家庭局長説明（資料第5）

’ 7 家事調停委員，参与員等に関する研修会。研究会の開催について ｜
， 手嶋家庭局長説明（資料第6）
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裁判官会議付議 1 ， 4， 6

了承 2， 3， 5， 7
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●秘書課長 大須賀 寛
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事務総局会議資料券1
（ユ月【6日開催）

【機密性2】
【事務総局会議配布資料】

第一小法廷の弁論に大法廷の法廷を使用する件について

第一小法廷において2月25日実施の弁論に大法廷の法廷を使用する。



機密性2

事務総局会議配布資料へ畑
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令和S会計年度における協蟻会等開催針圃
(中央協議会等） ー

1
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雛人員

1 長官，所長会同 6月16日

17日

， 2日 当面の司法行政上の諸問題 筒裁長官，地裁・家裁所長 総務局 84人

2 長目畢務子｣台せ 11月18

日， 19日

2日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

3 長冨争携孑｣昔せ 3月10日

(予備日：3
月4日， 18
日）

1日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 ､8人
〃 F

4 高裁事務局長事務打合せ 10月1日

3月3日

(2回）

， 1日 司法行政上の諸問題
〆■

高裁事務局長 総務局 8人

5 高裁総務課長等事務打合せ ･11月11日 1日 総務事務全般の連絡協議 高裁総務牒長及び文書企画官 総務局 16人

6 面誕自J雨雷冒口昌争霜ずj言で 11月4日 1日 書記官事務全般の連絡協蟻 面麺哩ﾉ氏争目砺雷同回目』又Uﾂ側争目ﾉ爾琶周回目 総務局 16人

7 人争閏録奪争鈴子J冒せ． （尚裁畢誘局鋲

長）

5月28日 1日 人畢『丁政等畢秘全般の浬涌協溌

(テレビ会塾）
尚裁事務局択長 人事局 8人

8 人事事務打合せ〈高裁人事課長） 10'月1 3

日 14日

2日 人事行政事務全般の連絡協艤 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐の
うちいずれか1人

人事局 16人

9 人事畢携列合せ（働誠人事曝垂ノ 2月15日

･16日
,｡

2日 人事行政事務全般の連絡協議 問郵6人事録垂撰びi司同果五E画･目又はI司踞課曇禰圧の

うちいずれか1人
人事局 ユ6人

10 腔埋関係等事務刊合せ（尚裁畢構同灰

長）

9月15日

16日

, 2日 腔埋竹政寺畢務鮒の浬涌協磯 尚裁畢拐局灰量 経理局 8人

11 膣埋閥脈等畢携孑｣合せ（尚誠畢携同訳

長）

1月19日

20日

， 2日 涯埋1丁塚寺争誘全賦の埋禰鰯醸 尚罰畢栃局次長 経理局 8人

12 経理事務打合せ（高裁会計課長） 1 ．0月1 4

日， 15日

2日 経理行政事務全般の連絡協議 鰄
鵬

L＝

率
諭

誤長及びI
i佐又は同I

愈括企画官，会計課企画官,同
農専門官のうちいずれか1人

経理局 16人

13 経理事務打合せ（高裁会計課長） 2月15日

16日

， 2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁
今
云胃

課課長＃
課長及び総括企画官，会計課企画官,同
i佐又は同諜専門官のうちいずれか1人

経理局 16人

14 専門部等裁判官事務打合せ 9月2日 1日 1専門訴訟の審理運営上の課題（審理運営の
プラクティスの集積・共有の在り方，専門的知
見の効果的な取得・活用の在り方等） と方策に
ｳついて ・

2専門部等非殻置庁を含む裁判所全体の専門
訴訟の審理運営の改善を図るために取り組むぺ
き課題と方策について ● ●

3民事訴舩全般の審理運営の改善を図るため
に専門部等が果たし得る役割について

各地裁の民事部のうち，医療1建築，商事，交
通，行政，労働，知財事件を担当する専門部又は

集中部の部総括又は右陪席裁判官（各専門分野か
ら原則として1名）

0 －

民事局

行政局
約50人

15 調停委員協議会 5月27日 0． 5日 調停制度の在り方に関し考慮すべき事項
(テレビ会難）

塵奉脚蒔安具，季争雨1苧安員 民事局
家庭周

約30人
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番
号 種別 開催時期 会期 協識事項 協磯漫等 所管局課I 総人員

16 簡易裁判所民事事件担当裁判官等事務
打合せ

9月1日

5日

9 1 0. 5日

(2回）
簡裁民事事件の現状と課題

1 ．簡裁民事訴舩の審理運営を向上させる施策
について． 、

2民事調停委員の人材確保のための施策につ
いて

(テレビ会議）

1． 各地裁の民事事件担当の裁判官各1人
2 ．各地裁管内の簡裁の民事事件担当の裁判官各
1人

3各地裁管内の簡裁の民事事件担当の主任書記
官各1人

※簡裁裁判官及び主任書記官は，本庁所在地簡裁
の者に限定しない。

民事局 150入
(各75人）

17 氏畢靭行事1午皮ひ倒産事4千廻当有毒學

務打合せ
12月9日 1日 l氏畢靭1丁拳1千の罰里用エニ弓感~W~ジへこき畢唄

2倒産事件の運用上考慮すべき事項．
1皐尿， V頁浜， ごし、7こま' ーr､蘂，大豚，尿有心，

神戸,､名古屋，広島，福岡，仙台,札幌及び高松
各地裁の執行・倒産担当の裁判官各1人（執行事
件と倒産事件を担当している部が異なる場合に

は，2人とすることもできる。 ）
2 1の各地裁の民事次席書記官，総括主任書記
官又は主任書記官各1人
･3 1の各地裁の総括執行官各1人

民事局 約40･人

18 百席家庭裁判別翻登冒畢粉孑｣･台せ 5月21日 1日 高裁の所泊
鯛査官が希

呂理･極官霜ワ｡琢郵UJ目姉率躍認刊圃「

;う澗整事務に関し考慮すべき事項
藺
菟
l麺のけT迂理を官轌~ﾜ一つ家麺の百雁雰腫燕刊BT鯛

冒官

家庭局 8人

19 後見関係事件事務打合せ 7月7日 1日 後見関係事件の運用に関丁る浬涌協磯

(テレビ会議）
1 高裁の民事次席書記官1名
2高裁の総務課長又は総務課課長補佐のいずｵL
か1名

3高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判官
又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首席書
記官又は家事の次席書記官のいずれか1名
5高裁の所在地を管轄する家裁の総務課長1名

家庭局” 40人



機密性2

令和3会計年度における協溌会等開催計画
ブロック協議会等）

1

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協織員鐸 開催地

所管局
謀

総人員

1 総務課長等協議会 12月へﾉ翌年2月 1日 総務事務全般に関する諸問題
●

1 高地家裁総務課長

2 高地家裁文書企画官
務課課長補佐，専門官の
当と認めるもの

，高地家裁総
うち高裁が相

各高裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催)

総務局 約118人

2 首席書記官等協議会
●

･1月 －０ 2月 1日 書記官事務について，首席書記官とし
て考慮すべき事項等

高地家裁の首席書記官及び地家裁の裁
判官（具体的な対象範囲は未定）

各高裁所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催） ◆ け

総務局 未定

3 人事関係事務協議会 (未定） 1日 人事事務の処理に関し考慮すべき事項 高裁の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長

●

岳

各高裁所在地から開催地
か撫勘翻壼（合同關脇） ．

人事局 11．6人

4 人事管理協議会 9月～10月 1日 人事管理上の諸問題． 高裁の事務局次長及び人事課長，地
家裁の事務局次長

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130人

5

6

人事担当課長等協機会
0

経理関係事務協議会

1.0月～･12．月

(未定）

1日

0． 5

日

人事事務全般に関する諸問題

亜垂百＝－一三酉一可

経理事務の処理に関し考慮すべき事項

1 各高等裁判所の人事課長及び人事
課課長補佐等

2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長
－

一一一頁普丘一＝一一二二二久三口一＝一壱~ー－ ■．、‐

U副…vゴー”ノ印必丞ユUF＝回I坏丞，

裁の事務局長
廻琢

各高裁所謙地から開催地
を選定予定

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

人事局

経理局

11．6人

116人

7 会計課長協議会 1月～2月

e ●

1日 予算の適正執行及び効率的執行に関
し，考慮すべき事項

高裁の会計課長及び地家裁の会計課長 谷尚載耽汪地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 61人

8 簡易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

日
日
１
２

～ 簡裁の調停制度及び司法委員制度の運

用に関し実務上考慮すべき事項
簡裁の裁判官及び書記官，民事調停委
員，司法委員

各地裁 民事局 各地裁で決定

9 新任民事調停委員研修
今
云

各地裁で決定

(原則として4月
～ 7月）

2日 民事調停事件の処理に必要な基礎的知
職の習得

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

､10 新任民事調停委員ケー
ス研究会

、

各地裁で決定（6
月～翌年･3月）

1日 民事調停事件の処理につき事例研究の

方法による実践的な知職及び技術の習
得

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

11 民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

日
日
１
２

～ 民事調停事件の処理につき必要な応用
的知職及び技術の習得

2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

各地裁 民事局 各地裁で決定

12 民事調停委員ケース研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日

2日

～ 民事調停事件の処理につき事例研究の
方法による実践的な知識及び技術の習
得

民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

13 調停運営協議会及び調
停委員表彰式

各高裁で決定

(9月～11月）
1日 1民事・家事調停の運営に関し考慮
すべき事項
2高裁長官表彰

各地裁及び家裁管内の調停協会におい
で指導的地位にある調停委員

各高裁 民事局
家庭局

各高裁で決定



ー

2

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 開催地

所管局
課

総人員

14 鑑定委員協議会． 開催する地裁で決
定
（6月～12．月）

.1日 借地非訟事件の処理に関し考慮すべき
事項

東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地裁で決定 民事局 開催する地裁で決
定

15 新任司法委員研修会 各地裁で決定
(1月～3月）

0． 5

日
司法委員としての職務につき必要な基
礎的知識の習得

新任司法委員 各地裁
■ 由

民事局 各地裁で決定

16 司法委員研究会 各地裁で決定

"(.6月～翌年3
月）

日
日
１
２

～ 司法委員としての職務につき必要な実

践的知識及び技能の習得
司法委員 各地裁 民事局． 各地裁で決定

17 管財人等協議会 各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

1日 倒産事件の管財業務等の処理に関し考
慮すべき事項

破産事件の破産管財人，民事再生事件
の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で決定

18 民事事件担当裁判官等
協議会

1月～2月 1日 民事訴訟手続の更なる’運営改善に向け

て，争点中心の審理を実現するための
課題と方策等について

1 全地方裁判所の民事事件を担当す

る部総括裁判官及び右陪席裁判官各1
名
2全地方裁判所の次席書記官又は主
任書記官 －

3各ブロックの高等裁判所の裁判官
1名，首席書記官

(合同開催）
東京
（東京
大阪
（大阪
名古屋

，

砂

札幌）

仙台）

(名古屋,広島）
福岡

(福岡，高松）

民事局 166人

19 刑事事件担当裁判官協
議会

1月～2月 1日 1裁判員裁判の運用上の課題
2その他刑事事件の処理に関し考慮
ずべき事項

刑事事件担当の高裁・地裁の裁判官 (合同開催）4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 68人

20 刑事鑑定研究会 各地裁で決定
（6月～翌年

月）

3

0． 5

日

刑事事件の鑑定を巡る諸問題． 学識軽験者並びに地裁の裁判官及び書
記官

各地裁 刑事局 各地裁で決定

21 心神礎失者等医療観察
法関係研究協議会

各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

0． 5

'日

医療観察事件の処理上問題となる事項

及び実体的な判断の在り方に関して考
慮すべき事項

精神保健判定医及び精神保健参与員侯

補者並びに地裁の裁判官及び書記官
各地裁 刑事局 各地裁で決定

22 犯罪被害者等の置かれ
た立場,状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各高裁で決定（6
月～翌年3月）

0． 5

日

犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏
まえ，犯罪被害者等の置かれた立場，
状況等に関する理解を深めるための意
見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有識
者等並びに高裁，同高裁管内の地裁,
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁

から最低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

各高裁 刑事局
家庭局

各高裁で決定

23 法廷通訳基礎研修 各地裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日 法廷通訳経験のない又は少ない初級レ
ベルの通訳人候補者等を対象とした法
廷通訳に必要な知職・技能の習得

通訳人候補者となることを希望し， 力
シつ

，

罰

対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる者又は通訳人
候補者並びに地裁の錨判官及び書記官

各地裁 刑事局

民事局

行政局
家庭局

各地裁で決定

24 法廷通訳セミナー 各高裁で決定

(6月～翌年3
月）

2日 中級レベルの通訳人候補者を対象とし
た法廷通訳に必要な知識・技能の習得

通訳人候補者並びに高裁及び開催地の
地裁の裁判官及び書記官

各高裁所在地にある地裁

(東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

刑事局

民事局

柿攻局
家庭局

各高裁で決定



3

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 開繼地 所管局

課
総人員

25 法廷通訳フ･オローアッ
プセミチー

東京，大阪各高裁
で決定

（6月～､翌年3
月）

2日 上級レベルの通訳人候補者を対象とし

た法廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補者並びに東京，大阪各高裁

及び東京，大阪各地裁の裁判官及び書
記官

東京，大阪各地裁 刑事局

民事局
行政局

家庭局

各高裁で決定

26 保護観察に関する連絡
協議会

各地裁で決定（7
月～翌年3月）

0． 5

日

1保護観察の実情について
2その他

飛厚事件担当の地裁・簡裁の裁判官，
裁判所書記官及び保護観察所の職員

各地裁 刑事局 各地裁で決定

27 簡易裁判所刑事事件担
当裁判官協議会

､10月～12月 1日 1刑事事件の運用に関し考慮すべき
事項
2その他

刑事事件担当の簡裁裁判官，開催地所
在の地裁裁判官

(合同開催）4高裁で開

催（開催地は未定）
刑事局 108人

28 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 0． 5

日

検察審査会事務局事務について必要な

知識の取得及び実務上の諸問題の検討
地裁本庁所在地の検察審査会（複数の
検察審査会が設置されている場合に
は，第一検察審査会)の事務局長

(一部合同開催）

3～4高裁で開催(開催
地は未定）

刑事局 50人

29 労働審判員研修会 各地裁で決定

(原則として4月
～6月)

1日 労働審判事件の処理に必要な基礎的知
識の習得

■グ合

新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で決定

30 労働審判員研究会 各地裁で決定
(原則として9月

～12月）

1日 労働審判事件の処理に必要な専門的知
識の習得

労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で決定

31 知的財産権訴訟研究会 10月 ～ 12月 0. 5

日

丸』同ｿ蜘座f重訴訟If-つVnL壽曜~ワヘさ乗

務上の諸問題
知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁

●

果泉同戴

(知財高裁）
行政局 22人

32 知的財産権関係事件担
当専門委員実務研究会

9月～12月 0. 5

日

知悶爾厘確関係争1午における専門委員

の関与の在り方

･上 刃IMI勵雰昭”雰隔千M目1ZU,に皐毘灰ひ

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官

2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催は知財高裁．

泉尿伺菰

(知財高裁） ．
行政局 ､刃』雨筒瀬~で択疋

33 勅仕家畢嗣停要員附惨

会
谷家菰で択疋I原

則として4月～7
月）

1日～

2日

家事調停事件の処理につき必要な基礎
知識の習得

頑『1土永争嗣1苧安貝Xほこ汀1'に準ず勺家

事調停委員
谷家裁の本庁又は文部 家庭局 各家裁で決定

34 家畢嗣停委員鮴先会 管琢麺で沃疋（6

月～翌年3月）
日
日
１
２

～ 家事調停事件の処理につき必要な専門
的知識の習得

｡ ■

家事調停委員 谷家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定



4

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協溌員等 開ｲ幾地

所管局
課

総人員

35 家畢嗣1苧委員ケース腓

究会 一
各家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日弓､－

2日
家事調停事件の処理につき事例研究の

方法による必要な知識の習得
家事鯛停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

36 家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定（6
月～翌年3月）

日
日
１
２

～ 家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，家事調停委員参与員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

37 家事関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定
(4月～翌年3
月）

日
日

１
２

～ 家事事件の処理に関して連絡調整を要
ずる事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，福祉関係，医療関係，その他協議
事項に関連する機関・団体の職員の中
から，各家裁の実情等を考慮して選定．

各家裁で決定 家庭局 各家裁で決定

38 少年関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定
(4月～翌年3
月）

日
日
１
２

～ 少年事件の処理に関して連絡調整を要
する事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁調
官 9

査
保護関係，教育関係及び警察関

係，その他協議事項に関連する機関・
団.体の職員の中から，各家裁の実情等
を考慮して選定

各家裁で決定 家腱局 各家裁で決定

39 新任参与員研修会 各家裁で決定. （1
月～3月）

日
日
１
２

～

家學番判事件及び人事跡訟事件の処埋

につき必要な基礎的知識の習得
新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁の本庁又ば支部 家庭局 各家裁で決定

40 参与員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日～

2日

家事審判事件及び人事訴訟事件の処理

につき必要な専門的知職の習得
参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

41 首席家庭裁判所調査官
協議会

1月や2月 1日 首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭
裁判所調査官の調査事務等に関し考慮
すべき事項

首席家庭裁判所調査官

ｰ

(合同開催）※予定

東京(東京，仙台）
大阪（大阪，札幌）
名古屋（名古屋，高松）
福岡（福岡,広島）

家庭局 50人

4Z 家畢畢1千3旦雪裁判:目寺

協議会
谷局瀬で伏疋

(1月～2月）

1日 家畢畢件の運用_上の諸問題 尚戴官内の家瀕において家畢畢‘

当する裁判官，替記官及び家裁韻
牛を担
査官

(合同開催
で開催（隣

|） 4へ5高裁
催地は未定）

家庭局 各高裁で決定



事務総局会議資料茅3
（上月（6日開催）

【機密性2】

（令和3． 2． 16民二印）

民事調停委員， 司法委員等に関する研修会・研究会の開催について

1 主催 各地方裁判所

2研修会・研究会の名称等

別紙研修事項等一覧表記載のとおり

3期日 以下の各期間において，各地方裁判所の定める日

（1） 新任民事調停委員研修会につき，令和3年4月から同年7

月までの間の2日及び必要がある場合には更に同年10月か

ら同年12月までの間の2日

（2）新任民事調停委員ケース研究会につき，令和3年6月から

令和4年3月までの間の1日

（3） 次の研究会につき，令和3年6月から令和4年3月までの

問の1日～2日

・民事調停委員研究会

．民事調停委員ケース研究会

・司法委員研究会

・簡易裁判所民事実務研究会

（4） 新任司法委員研修会につき，令和4年1月から同年3月ま

での間の0． 5日

4場所 各地方裁判所の本庁，支部又は管内の簡易裁判所



研修事項等一覧表別紙

T－．℃＝一~一一－
_L--m健_臺望－9－砥究事項 －出席

一一酔一→卓 一年 TF･ ~T r .一｡与一ﾖ一一一● 己一

者名称
一 ー－ －勺一一一一一一▽一一一一一一一 1-‐ －＝－一一 一一マーー■■一

傍一 戸今

新任民事調停委員 ｜ (1)調停委員の基本的な役割と心棲 浅判所又は 晉内の各簡易
I

｜ え，服務規律 ｜裁判所の新任の民事調停委員及

（2）調停制度のあらまし びこれに準ずる者

（3）民事調停事件の処理につき必要な

｜ 基礎知識

| (4)利用者のﾆｰズに応える調停運営 ！
i の在り方
上 －－_"．一一L…一一－－－－－－－－－－－‐

濤撫讓菫墓皇雛篭っ|壱震鱸謡鬘言騨
| く解決案の策定の各実践） ｜各簡易裁判所の新任の民事調停

｜委員及びこれに準ずる者

iT11-~民事調停委員としての基本姿勢 ｜各地方裁判所又は管内の各簡易

! (2) 民事調停事件の処理に必要な応用 裁判所の民事調停委員で，任命

｜ 的知識 後,実務を二,三年程度経験し
| (3)利用者のﾆｰズに応える調停運営 ’た者
｜ 実現のために，民事調停委員に求め ｜各地方裁判所の定める人数

i
’ られる役割

研修会

－L－■F仁一展L≠ ､一守今 ￥丘F 一一一一ご■ー

新任民事調停委員

ケース研究会

民事調停委員研究

会

１
１
日
Ｉ
！
。

皇
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｂ
ｖ
‐
ｑ
４
ｌ

Ｊ
０
ｊ
“
０
Ｖ
ｄ
■
Ⅱ
■
ｒ
■
０
■
ｌ
Ｉ
ａ
ｆ
ｒ
Ｆ
ひ
Ｌ
Ｇ
タ
■
６
７
ｋ
■
Ⅳ
９
日
１
■
ｌ
Ｉ
０
Ｆ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
，
６
１
卜
Ｆ
１
０
６
日
１
０
‐

－一一一一一一ｹ一一｡＝ 一一一 一一争一
－－－－~ ■ぬ伊一F 守■ F bP 再 タマーー ■一寺.ー

民事調停委員ケー

ス研究会

i各地方裁判所又は管内の各簡易

|裁判所の民事調停委員
’ （既に民事調停委員研究会への参
|加経験のある者を主に対象）

|応用的な事例を題材とした模擬調停

i (事前評議当事者からの事情聴取，

i事実認定及びこれに基づく解決案の策
|定の各実践）
l

ゴ

数

候補者

以上経一

’
● － r侯一一曲一一一●ー 一 →一一 一グーg ▲ －bー ＝ ヨ ー▲ L＝ー一F ■

民間の民事訴訟司濯委員 摩巨

｜ に関ずる諸問題
’

1 (2) 交通損害賠償事件の処

|各地方裁判所の定める人数

一F ●P

｜ 諸問題

｜ (3) 司法委員と裁判官の連携の在り方
~一・ろ－．.~､--,～一一一一 ←一一一一一一一ゴー一

一一

:）の策解決案簡易裁判所民事実

務研究会
i (')事実認定,解決案(和解案)の策
｜ 定,､ 当事者の説得調整これらの前
； 提となる裁判官との充実した評議に

研究会開催地にある簡易裁

判所の民事事件担当の裁判官

及び裁判所書記官

１
１
１

’

： 関する諸問題

i (2)簡易裁判所の紛争解決機能を高め
｜ るための庁としての取組及びその課

各地方裁判所の定める人数

各地方裁判所の司法委員候

補者及び管内の各簡易裁判所

１
１’

’

の民事調停委員

各地方裁判所の定める人数

題
I

缶･ ･ .ー－－

令和4 1
i

選任さ ’
｜

これに ｜
① C

I

I

－－=①一F■一ﾏー ー

新任司法委員研修 I (1) 司法

会 I (2) 司法
｜ 服務規

I (1) 司法委員制度のあらまし i各地方裁判所において，令和4

1 (2) 司法委員としての役割と心構え， ｜年1月’日付けで新たに選任さ
i 服務規律 ｜れた司法委員候補者及びこれに

| (3) 司法委員として必要な民事訴訟事 ｜準ずる者
｜ 件の基礎知識
’ －1 ’ ‐－－'ツー/､.~､回で” －－ －“ 、一= －‐ － －－一｣－－ ‐…－．－－－－ …"－_…＝



【機密性2】

＄･

(令和3． 2． 16民二印）

鑑定委員協議会の開催について

主催 東京，大阪各地方裁判所

期日 令和3年6月から同年12月までの間の1日

場所 主催の各地方裁判所

協議事項借地非訟事件の処理に関し考慮すべき事項

１
２
３
４
５ 主催の各地方裁判所の鑑定委員候補者各地方裁判所の定める人数協議員

1



事務総局会議資料茅￥
（ ユ月【6日開催）

(令和3． 2． 16行一印）

国際知財司法シンポジウム2021の開催について

1 主催 最高裁判所，知的財産高等裁判所，法務省，特許庁， 日本弁護士

連合会及び弁護士知財ネット

2 日程 令和3年10月19日 （火）から同月22日 （金）までの4日間

3場所 弁護士会館講堂クレオ等

4 内容 アジアを中心とした国々における知的財産紛争の解決に関する事

項

5参加者等

(1)被招へい者中華人民共和国，大韓民国インド及びASEAN加盟10

か国（インFネシア共和国，カンボジア王国，シンガポール

共和国， タイ王国， フィリピン共和国，ブルネイ・ダルサラ

ーム国，ベトナム社会主義共和国，マレーシア， ミャンマー

連邦共和国及びラオス人民民主共和国）の裁判官等の司法関

係者

※来日困難な被招へい者については， ウェブで参加

（2）傍聴人 国内外の法曹関係者，研究者及び知的財産制度に関心を有す

る民間企業関係者等

※クレオでの傍聴のほか， インターネットを通じて同時配信を予定



【機密性2】 【配布資料】

事務総局会議資料茅5
（ユ月16日開催）

(3. 2. 16)

離婚及びこれに関連する家族法制の見直しについての法制審鍛会への諮問

1 法制審儀会への諮問（令和s年2月10B)

（1） 諮問事項

「父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等

の社会情勢に鑑み，子の利益の確保等の観点から，離婚及びこれに関連する制

度に関する規定等を見直す必要があると思われるので， その要綱を示された

い。 」

(2) 諮問に至った経緯

父母の離婚後の子の養育の在り方については，近時，国内外に様々な意見が

あり，国会においても度々議論されている｡その背景には，父母の離婚によっ

て生ずる子の貧困や非監護親と子との交流の欠如といった子の福祉に関わる

問題,女性の社会進出や，育児の在り方・国民意識の多様化といった現下の社

会情勢がある。

政府としては，平成23年の民法改正の際の両院法務委員会の附帯決議にお

いて，離婚後養育に関わる我が国の法制度について検討を求められており， ま

た，令和2年7月の「骨太方針」でも，養育費支払や面会交流実現の確保に向

け所要の対応をすべきことが明記されている。

このような状況を踏まえ，令和元年11月から，公益社団法人商事法務研究

会主催「家族法研究会」 （座長・大村敦志学習院大学教授）が開催され，父母

の離婚や別居後の子の養育の在り方に加え,子の養育等に関する他の家族法の

課題（未成年養子制度及び財産分与制度）について，法務省も参加して議論が

重ねられていた。

令和元年11月～令和3年2月 月1回ペースで14回開催

令和3年2月 報告書取りまとめ（予定）

もっとも，離婚及びこれに関連する家族法制の見直しは,、国民生活に与える

影響が大きく，見直しをする場合の方向性についても様々な考え方があり得る

ことから，法制審議会の意見を求めることとされた。

2今後の予定

令和3年3月下旬～4月 部会で検討開始



』

その後のスケジュールは未定

S法制審譲会民法（家族法制）部会における主要な検討予定事項

１
１
１

１
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３

１
１
１

父母の離婚後の子の養育の在り方

未成年養子制度の見直し

離婚に伴う財産分与制度の見直し

以上
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事務総局会議資料募ら
《1月 （6日開催）

（令和3． 2． 16家二印）

家事調停委員，参与員等に関する研修会・研究会の開催について

1 主催 各家庭裁判所

2 期日 以下の各期日において，各家庭裁判所の定める日

①につき，令和3年4月から同年7月までの間の1日～2日及

び必要がある場合には更に同年10月から同年12月までの間

の1日～2日

． ②から⑤までにつき，令和3年6月から令和4年3月までの間

の1日～2日

⑥につき，令和4年1月から同年3月までの問の1日～2日

3 場所 各家庭裁判所の本庁又は支部

4研修会・研究会の名称等

…

／1

番号 名称 研修事項・研究事項 出席者

① 新任家事調停委

員研修会

(1)調停制度のあらまし

(2)調停委員の役割と心構え，服務
規律

(3) 家事調停事件の処理につき必要
な基礎的知識

(4) 当事者対応における基本的留意
事項

(5) 家事調停の運営における職種間
連携の在り方

(6) その他家事調停事件の円滑な運
営のために家事調停委員が留意す

べき事項
●

●

各家庭裁判所の新任の家事調

停委員及びこれに準ずる者

② 家事調停委員研

究会

(1)家事調停を取り巻く状況と手続
運営上の留意点

(2) 家事調停と人事訴訟の連携の在
り方

(3)子の監護に関する処分事件の処

理に関する諸問題

(4) 遺産分割事件，寄与分事件，特

別の寄与事件及び遺留分侵害額請

求（遺留分減殺請求）事件の処理

に関する諸問題

(5) 当事者対応における留意事項

(6) その他困難な家事調停事件の処
理に関する諸問題

各家庭裁判所の家事調停委員

(主に在任期間力

を対象）

・
今
、
『

一

､ロロローロ･オ 三年の者

各家庭裁判所の定める人数



2

③ 家事調停委員ケ

－ス研究会

(1)夫婦関係調整に関する事例

(2)子の監護養育に関する事例

(3)婚姻費用分担に関する事例

(4)遣産分割寄与分，特別の寄与
及び遺留分侵害額請求（遺留分減
殺請求）の処理に関する事例

(5)その他複雑困難な事例

各家庭裁判所の家事調停委員
(既に家事調停委員研究会への
参加経験のある者など，経験豊

富な者を対象）
各家庭裁判所の定める人数

④ 参与員研究会 (1) 人事訴訟事件の処理に関する諾

(2)

◆ ■

問題

・家事審判事件の処理に関する諸

問題

各家庭裁判所の参与員候補者
(主に一定の経験を積んだ者を
対象）

各家庭裁判所の定める人数

⑤ 家庭裁判所家事
実務研究会

(1)家事調停事件の適正妥当な処理
を図るため；家事調停委員が留意
すべき事項

(2)家事審判事件及び人事訴訟事件
の適正妥当な処理を図るため，参

与員が留意すべき事項

(3)家庭裁判所の紛争解決機能の強
化に向けた家事調停事件と家事審
判事件及び人事訴訟事件の運営に
おける連携の在り方

(1) 各家庭裁判所の家事事件及
び人事訴訟事件担当の裁判

官，裁判所書記官及び家庭裁
判所調査官

各家庭裁判所の定める人数

(2) 各家庭裁判所の参与員候補
者及び家事調停委員（主に各
庁において指導的，中心的な

役割を果たしている者を対

象）

､各家庭裁判所の定める人数

⑥ 新任参与員研修
〈
云

(1)参与員制度のあらまし

(2)参与員としての役割及び心構え
(3)参与員として必要な家事事件手
続法及び人事訴訟法の基礎知識

各家庭裁判所において，令和
4年1月1日付けで新たに選任

された参与員候補者及びこれに

準ずる者



|－ 事務総局会議（第6回）議事録
可

午後2時00分
－

～午後2時31分

－－ ザ

令和3年2月22日 （月）

会議室

I 中村事務総長，村田総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長， 門田民事

局長兼行政局長，市原刑事局第二課長，戸苅家庭局第一課長大須賀秘
書課長兼広報課長，杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官

「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改正について

村田総務局長説明（資料）

出席

者
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事務総局会議資料
（妾月ユユ曰開偶）

機密性2

事務総局会議配布資料

最高裁総一第 号

令和3年月 日

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総長中村 愼

「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改正につい

て（通達）

平成元年3月22日付け最高裁総一第84号事務総長通達「最高裁判所事務総局

等の組織について」の一部を下記のように改正します。

記

別表｢刑事局｣の｢第二課｣の項中｢署鯉繍を削り。 ｢裁判員選任手続係」
「裁判員選任手続係
を令状事件係 に改める。
刑事手続IT化係」

付記

この通達は，令和3年4月1日から実施する。


